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都市景観形成地域が指定されてから、３年半が経ちました

平成 16 年 9 月に「川越十ヵ町地区都市景観形成地
域」が指定されてから３年半が経ちました。

十ヵ町景観専門委員会では地域指定の後、お知らせ
看板の設置や建物などの届出に対する川越市の指導内
容について、話し合いをもってきました。

この通信では、地域内での建築などの届出状況とお
知らせ看板の設置状況、また地区内の鴉山稲荷神社の
改修についてご紹介します。

川越十ヵ町地区都市景観形成地域とは？
平成 16 年 9 月 17 日、伝建地区を

含む通称十ヵ町地区（約 78.3ha）が
川越市都市景観条例に基づく都市景
観形成地域に指定されました。
十ヵ町の町並み景観を守り育てる

ため、建築の際には地域景観形成基
準を守り、市へ届出をする必要があ
ります。特に右図のイの範囲におけ
る建築物の高さは、「時の鐘」の高さ
を超えないよう 16m以下にする必要
があります。

地域景観形成基準（主なルール）
１．建築物の高さは周囲の町並みに

配慮する（右図のイの範囲では
16m以下とする）

２．主要な道路に面する建物のデザ
インは伝統的な建物と調和する
よう配慮する

３．大規模な屋外広告物の設置を控
える



川越十ヵ町都市景観形成地域内において、平
成 19 年 4 月〜 12 月までの建築などの届出件
数は、専用住宅が 12 件、共同住宅が 4 件、そ
の他 10 件の合計 26 件でした。

建築などの届出状況のご報告
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地域指定をお知らせする看板を設置しました

川越十ヵ町景観形成地域の指定をお知らせする看板が、これまで地区内 5 箇所に設置され
ています。今年度も、十ヵ町会や川越市において設置場所が検討され、新たに「市役所来客
用駐車場南側」、「川越街道大手町クランクの花壇」に設置予定です。
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鴉
からすやまいなりじんじゃ

山稲荷神社について

私達が子供の頃、七五三やお祝いの時
にはかならず仲町のお稲荷さん（鴉山稲
荷神社）に詣で安全祈願を行っていまし
た。神社も現在の雰囲気より霊験あらた
かで、南東には細い階段があり一対の狐
が鎮座し、子供心に歴史と神聖さを感じ
ていました。

社記によると、「太田道灌が川越城築城
の折、南西を森がさえぎり、富士山が眺
望できないために、これを伐採させたと
ころ、石祠があり、祈願文が発見された。

これを吉兆として仮宮を建立した」とあ
ります。当社は塚上にあり、鴉山が大き
いので親塚稲荷とも呼ばれます。

この度、神社修復で文化財を少しでも
昔の雰囲気にする為に、価値のあるもの
を大切に残し、平成十九年に町民の応援
を得て、川越城築城五百五十年のこの年
に修復が出来ました。

平成二十年四月吉日
鴉山稲荷神社修復委員長

鴉山稲荷神社
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